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（
総
務
委
員
会
）

放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要

旨

本
件
は
、
放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
放
送
協
会
の
平
成
三
十
一
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び

資
金
計
画
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
収
支
予
算

一
般
勘
定
事
業
収
支
に
つ
い
て
は
、
事
業
収
入
が
七
千
二
百
四
十
七
億
円
、
事
業
支
出
が
七
千
二
百
七
十
七
億
円
で
、
三

十
億
円
の
収
支
不
足
と
な
る
。
こ
の
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
財
政
安
定
の
た
め
の
繰
越
金
の
一
部
を
も
っ
て
補
て
ん
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

二
、
事
業
計
画

平
成
三
十
一
年
度
は
、
三
か
年
経
営
計
画
の
二
年
目
と
し
て
、
自
主
自
律
を
堅
持
し
、
放
送
を
太
い
幹
と
し
つ
つ
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
も
活
用
し
て
、
正
確
、
公
平
・
公
正
な
情
報
を
伝
え
、
よ
り
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
を
実
現
す
る
報
道
に
全
力

で
取
り
組
む
と
と
も
に
、
多
彩
で
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
層
の
充
実
、
国
際
発
信
力
の
更
な
る
強
化
、
地
域
の
魅
力
や
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課
題
の
発
信
に
よ
る
多
様
な
地
域
社
会
へ
の
貢
献
、
４
Ｋ
・
８
Ｋ
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
充
実
・
普
及
の
推
進
、

受
信
料
の
公
平
負
担
徹
底
に
向
け
た
支
払
率
向
上
、
効
率
的
で
透
明
性
の
高
い
組
織
運
営
の
推
進
、
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
働

き
方
改
革
宣
言
」
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
推
進
、
放
送
セ
ン
タ
ー
建
替
の
推
進
等
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

三
、
資
金
計
画

資
金
計
画
は
、
受
信
料
等
に
よ
る
入
金
総
額
八
千
五
百
二
十
四
億
円
、
事
業
経
費
、
建
設
経
費
等
に
よ
る
出
金
総
額
八
千

五
百
十
四
億
円
を
も
っ
て
施
行
す
る
。

四
、
総
務
大
臣
の
意
見

本
件
に
は
、
総
務
大
臣
か
ら
、
収
支
予
算
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
収
支
差
金
の
赤
字
を
見
込
ん
で
い
る
点
に
つ
い
て
、
受

信
料
の
還
元
策
の
実
施
を
考
慮
す
る
と
や
む
を
得
な
い
面
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
早
期
に
黒
字
を
確
保
で
き
る
よ
う
努
め
る

こ
と
を
強
く
求
め
、
ま
た
、
「
業
務
」
・
「
受
信
料
」
・
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
三
位
一
体
で
改
革
を
進
め
る
検
討
を
実
施
す

る
こ
と
、
二
度
と
働
き
過
ぎ
に
よ
っ
て
尊
い
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
徹
底
し
た
取
組
を
行
う
こ
と
等
を
引
き
続
き

求
め
る
と
と
も
に
、
協
会
の
経
営
が
国
民
・
視
聴
者
の
受
信
料
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
、
説
明

責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。


